
災害支援活動について 

 

今回、善意の災害支援物資等の提供会員の皆様に感謝します。 

 

水害で我々、遊漁船団体の役割の重要性 

地震、津波、風水災害を想定し瀬戸内地域においては、我々の遊漁船団体の役割が大いに必

要と考え、松山市とも災害支援協定を今年度、締結しました。 

 

今回、各地において、道路が寸断され孤立集落に救助隊が入る事ができない状況が発生しま

したし協議会会員も多数被災し会員からの速やかな情報入手で迅速に支援活動を行う事が

できました。 

 

今回感じたのは、一番大事なのは、初動行動で瀬戸内の東から西まで災害支援連絡体制が必

要で、我々、各地の会員から速やかな情報と小さな港でも接舷できる小回りのきく遊漁船の

役割の重要性です。 

来年度予算から緊急時の物資購入費用等の予算を盛り込むことが決まりました。 

 

瀬戸内地域において災害発生等で瀬戸内海地域の東から西まで支援活動に取り組む 

東西 NPO 法人の間の交流及び協力に関する協定を平成 30 年７月 31 日に締結しました。

 

 



又、今年 8月 2日には香川県本部の特定 NPO法人瀬戸内東部遊漁船協議会と香川県が県庁

舎内で知事と災害協定を締結しました。 

 

協定締結式写真 

 

知事挨拶                   福本会長挨拶 
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香川県締結書 

 


